
事務総局会議（第32回）議事録

平成29年11月7日 （火）午前10時00分～午前11時22分日時

場所 総局会議室

出席 今崎事務総長， 中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，平木刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長，安東情報政策課長，門田審議官
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平成29年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

平成30年度における協議会等開催計画について

中村総務局長説明（資料第2）

平成29年度会計課長協議会の開催について

笠井経理局長説明（資料第3）
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結果 ◎了承 1， 2， 3
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事務総局会議資料茅1
( ／/月ク日開催）

(平成29.11.7秘書渉外二印）

平成29年度外国出張計画

函

1 裁判官司法事情研究

（1） ドイツにおける民事裁判手続へのIT導入の実態等に関する調査 ．

（ドイツ，約2週間） 【情報政策課・民事局・行政局】 裁判官’人

（2）英国における民事裁判手続へのIT導入の実態等に関する調査

（英国，約2週間） 【情報政策課・民事局・行政局】 裁判官1人
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2一般職司法事情研究

(1) ドイツにおける民事裁判手続へのIT導入の実態等に関する調査

（ドイツ，約2週間） 【情報政策課・民事局・行政局】 一般職1人

（2）英国における民事裁判手続へのIT導入の実態等に関する調査

（英国約2週間） 【情報政策課・民事局・行政局】 一般職1人

｝



事務総局会議資料茅,‐
( II月け日開催）7（

(平成29． 11 ． 7総務局）

平成30年度における協議会等開催計画について
【配布資料】

平成30会計年度における協議会等開催計画

【参考資料】

平成29会計年度における協議会等開催計画からの変更点
平成30会計年度における協議会等開催計画（結果還元方(結果還元方

1

2
法記載版）

）
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番
号 菰別 開催時期 会期

〆一一一‐ L ◇ ｡

協雛率項 。 協雄員等 所管局課 総人員
1 長冨， 〃T量会|可 6月20日

21日

】 2日 ヨ血の司法ｲ丁収上の諸問題 i固】熱愛巳， 月3．家裁〃T長 総務局 80人

2 長.目畢務打合せ 11月19

日 ， 20日

2日 刺掘云何以-上の耐問題 1町奴:痙目 総務局 8人
3 長官畢務打合せ 3月14日 1日 司法1丁j攻_この論問題 I珂菰尾愛目 総務局 8人
4 尚裁争括ﾉ司量事務打合せ 10月 ，

(2回）
2月 1日 画j混黄1丁収上の諮問題 1町麺拳ﾖ秀ﾉ可鍾 総務局 8人

5 筒裁滝務課長等事務打合せ 11月 1日 穂誘争･誘垂鮫の連絡協繊
1罰麺”祷扮珠灸及び又晋企幽官 総務局 16人

6 尚誠首席誇記官事務打合せ 11月 1日 管記.目畢誘全般の連絡協議
向燕(〃氏拳冒願畜記冨及び刑事首席書記官 総務局 16人

7 人事関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

5月 2日 入塾･灯奴等畢娩菫般の浬絹協識 I酌ﾇ興筆1万画鋲糞 人事局 8人

8 人畢畢誘打合せ（商裁人事課長） 10月 2日 人畢何蚊畢携全般の連絡協議
I勵双人畢輝長及びI司諜企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

9 人挙事務打合せ（高裁人事課長） 2月 2日 人畢T丁蚊畢携全般の連箱協識
向奴八難昧糞及ひ|司課企凹官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

10 涯埋関係等藻携打合せ（高裁事務局次
長）

9月 2日 柱埋1丁収等姻ら務全般の連絡協議 1罰認挙り労向灰衰 経理局 8人

11 涯埋関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月 2日 涯埋汀l攻寺畢播全般の連絡協識 I届J諏貯学･鈴ﾉ司灰長 経理局． 8人

12 注埋畢務打合せ（高裁会計課長） 10月 2日 注淫行収畢掻全般の連絡協議 I酌双云討昧猛及びI司際企胆I官,同課課長補佐又は
同繰専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

13 涯埋事務打合せ（高裁会計課長） 2月 2日 注淫行収畢携全般の浬紹協議 面承云罰.珠炎及びI司牒企画官,同課課長補佐又は
同諜専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

14 綱停委員協繊会及び鯛停委員表彰式 10月 1日 停
商
鋼
最

１
２

iU度の在り方に関し考砥すべき事項
蘭長官表彰

産翠･”1学会貝，家畢鯛停委員 民事局

家庭局
58人

15 氏畢事件担当裁判官事務打合せ 11月 1日 上 腿打ZU手を迎えた民事訴訟法の趣旨を改
めて砿潔し，合継事件及び単独事件の審理充実
を図る上で庁として取り組むべき諜題
2民事裁判のIT化等の変化に対応し，新た
な時代の民事訴訟を櫛築する上で庁として取り
組むべき媒題

』 皐凧，恢浜， ごいたま’千栞，大阪，京
都，神戸，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及
び高松の各地方裁判所の民事事件を担当する部
総括裁判官及び右陪席裁判官1人ずつ
2東京及び大阪の各高等裁判所の陪席裁判官
1人ずつ（オブザーバー）

民事局 28人

16 冨脇家庭裁判"T調査官事務打合せ 5月 1日 尚誕のIﾂT圧地を菅職する家裁の首席家庭裁判所
鯛査官が行う調整事務に関し考慮すべき事項 耀皆"『仕廻慰官鱈する家裁の首席家庭裁判所 家庭局 8人
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番
号 稲別 開催時期 会期 協雛砺項 協議員等 所替局課 総人員
17 候兄開俸筆1平鍋場打合せ 5月31日 0． 5日 辰兄I殉味争1午の連用に関する連絡協議 1 1司燕の氏争吹聴薔記官1名

2 高裁の総務課長又は総務課課長補佐のぃ寸翼
れか1名

3高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席
書記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5高裁の所在地を管轄寸一る家裁の総務課長1

家庭局 40人
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番
号 種別 開悩時期 会期 協雛斯項 協雄員等 開催地 所管局

腺 総人員1 稔誘課長等協議会 12月～翌年1月 1日
罹1万孝砺玉川文に関ずつ諸問題

1 1罰ｴ凹家識禧誘間呆長

2 高地裁文番企画官，高地家裁課長
補佐，専門官のうち商裁が相当と認め
るもの

管勧裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

総務局 約118

人

2 百席書記官等協議会 1月～2月 1日 1球日乙日司]･3労ヤーダフレ、て、

慮すべき事項等
首席謡記官として考 阿咄寒諏Uﾉ自席管記冨及び地家裁の裁

判官（具体的な対象範囲は未定）
管尚斌"『在地から開催地

を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 6月～7月 1日
ハ季挙り方Uﾉ辿埋にI剰し考慰すべき事項 1両'叙I'ﾉ号ﾄ誘同灰量及び人事諜長，

裁の事務局長
地家 谷減裁所在地から開
を複数選定（合同開

崔地

塵）
人事局 116人

4 人畢管理協議会 9月～10月 1日 ﾉ、苛卜・圓~理-こ"ﾉ論問題
1両燕”却卜扮同次長及び人事課長，
家裁の事務局次長

地． 管I勧裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人
5 人争担当課長等協議会 10月～12月 1日

ハ李司団方王A反に脚可~勺砺問題
上 査I瑚琴滅判"Tの人事謀長及び人事
課課長補佐等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

合儲裁ﾉﾂT在地から開催地

を選定予定（合同開催）
人事局 116人

6 注埋関係事務協議会 6月～7月 0． 5日
列王唾争硲”処理に関し考砿すべき事項

1町認”争扮同灰辰及び会計裸長，
裁の事務局長

地家 管尚裁IｦT在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 110人

7 会計課長協議会 1月～2月 1日
丁外”]哩止秒刑丁及ひ効率的執行に関し，
慮すべき事項

考 1町燕”云箇T罐髭及び地家裁の会計課長 谷燭裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 間易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日へ

2日
I閲I熱Uﾉ伽J挿耐塵及び司法委員制度の運用に
関し実務上考慮すべき事項

1冊j奴!'ﾉ燕刊.目及び沓記官，

員，司法委員
民事調停委 谷地裁 民事局 各地裁で

決定9 執1士氏事調停委員研修
会

谷地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日

溌嗣'…wJ処埋に必笑な基礎的知搬の 源ll工』元司か”1学会員 谷地ﾖ髄 民事局 各地裁で
決定10 獅佳氏事調停委員ケー

ス研究会
谷地裁で決定（6
月～翌年3月）

1日
』悪電』準”γ苧争1＋”込埋につき事例研究の方法

による実践的な知識及び技術の習得
海11工氏却卜i脚下沙安輿 管ｴ出ﾇ翼 民事局 各地裁で

決定
11 氏争調停委員研究会 谷地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
底争脚1苧争1千の処埋につき必要な応用的知
職及び技術の習得

垂守ニノよし、しご

民事綱停委員
牛橦陛の実務経験のある 壱・刺且誠 民事局 各地裁で

決定
12 氏争鯛停委員ケース研
究会

谷地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日
唇苧幽r壼孝ri-yﾉ処塑につき墾例研究の方法

による実践的な知識及び技術の習得
』エ封ﾅ“11苧安員

合地裁 民事局 各地裁で

決定13 調停運営協議会及び調
停委員表彰式

谷I聞裁で決定

(9月～11月）
1日 』． 唾李。

き事項
季却卜湖浄の迦宮に関し考慰すべ

2窩裁長官妻葹

廿把誕灰U慰雰麺琶内の訓停協会におい
て指導的地位にある調停委員

石･両ﾇ斑 民事局

家庭局
各高裁で
決定
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番
号 極別 開催時期 会期 協識事項 協雛員等 開催地 所管局

課 総人員14 溢疋委員協議会 開催する地裁で決
定
(6月～12月）

1日
'百』出ｦF訟拳1千の処埋に関し考慰すべき事項 皐滉反U,穴1次谷地麺の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する

地裁で決
定

15 耕仕司法委員研修会 谷地裁で決定

(1月～3月）
0． 5日 と

得
風
習
麦
の
痙
織
印
知

しLの鰄扮につき必要な基礎的 瀞､土ロ｣法委員 竹･地裁 民事局 各地裁で
決定

16 司法姿負研究会 谷地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日
ﾛ｣広安員とし~屯の城誘につき必要な実践的
知徽及び技能の習得

ロ』痙安員 宿．地裁 民事局 各地裁で

決定17 官用・人等協織会 谷地裁で決定

（9月～翌年3
月）

1日
画唾李1十('ﾉ奮姻~来捨等の処理に関し考慮す
べき事項 弧反厘拳1千の岐唾管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人鍵

誉地裁 民事局 各地裁で

決定18 氏畢執行事件担当者等
協議会

10月～1 1月 0. 5日
以埋氏殿訊冒1丁鱈の埋用上の問題点等につい
て 上 奇地麺の訊打担当の裁判官各1人

2各高裁の民事首席書記官又は民事
次席書記官各1人

3 各地裁の民事首席審記官又は民事
次席審記官各1人
4各地裁の総梧執行官冬， A

管I局裁（合I司開催）

4庁で実施予定
民事局 158人

1【 問易裁判所民事事件担

当裁判官等協議会
笠年1月～2月 1日

L I剛勿奴刊ﾉｯTの本来的役割を踏まえつ

つ，訴訟事件の審理運営の更なる改善を図
るために庁として取り組むべき事項
2民事嗣停の更なる運営改善を図り，そ
の適切な利用を促す上で調停主任が果たす
べき役割及び庁として取り組むべき事項

上 合嘔〃裁判所本庁併腫簡裁の民事

事件を担当する裁判官1人（東京及ひ
大阪の各簡裁は、訴訟事件担当裁判官
及び民事調停事件担当裁判官1人ず
つ）

2 上記簡裁を管轄する地裁の民事事
件を担当寸る裁判官1人
3上記簡裁を管轄する地裁（東京，
大阪， 名古屋，福岡及び札幌を除
ia_)の民事首席審記官又ば民軍茨庶
雷記官のいずれか1人並びに東京簡裁
民事首席番記官及び大阪，名古屋，福
研及び札幌の各節雑首席講諏官， A

（台|可開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

民事局 152人

20 Ⅲ塾事件担当裁判官協
協会

1月～2月 1日 且

項
錘刊員wiﾘ塵の〕里用に関し考腫すべき事

2刑事訴訟法の遮用について

1面】 。J凹諏昭【〃麺1:U冨一
（台I可開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

21 刑畢鑑定研究会 谷地裁で決定

（6月～翌年3
月）

0． 5日
JIu宅I』.司か1千Uﾉﾛ軍疋種巡⑨諮問趨

手刷緬空城百皿U,に地裁の裁判官及び書
記官

管･地裁 畑事局 各地裁で
決定22 心神喪矢者等医療観察

法関係研究協議会
谷地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5日
I雲〃代蝿宗誰拝の処埋上問題となる事項及び

実体的な判断の在り方に関して考慮すべき
事項

外I秤'禾睡刊疋陸及び精神保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官

管地裁 刑事局 各地裁で
決定
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番
号 種別 開催時期 会期 協議班項 協議員等 。 開悩地 所管局

課 総人員23 犯罪被害者等の置かれ

た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各商裁で決定（6
月～翌年3月）

0． 5日 犯罪紋雷管等全本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者等の置かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

悪兄父瑛等のテーマに応じた外部有鍼

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予志）

各高裁 刑事局

家庭局
各高裁で

決定

24 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

（4月～翌年3
月）

1日 睦灌旭訳涯峡のない又は少ない初級レベル

の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知識・技能の習得

哩肌人1戻禰壱となることを希望し，か

つ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官形7K霊葬管

谷地裁 刑事局 各地裁で

決定

25 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

（6月～翌年3
月）

2日 千m我レ・ヘルの皿訳人侯禰者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
〕皿制〈人1兵禰菅並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び番記官

谷高裁所在地にある地裁
(東京．大阪各高裁にお
いては，それぞれの商裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で

決定

26 法廷通訳フォローア

プセミナー
ツ 東京，大阪各高裁
で決定

(6月～翌年3
月）

21FI ｣二職レジ､ミルの旭訳人1戻禰者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
哩圃尺八1兵砺有並びに東京，大阪各高裁

及び東京，大阪各地裁の裁判官及び番
記官

東京、大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

27 保謹観察に関する連絡
協議会

谷地裁で決定（1

2月～翌年3月）
0． 5日 上 1禾波観奈の美禰について

2 その他
地裁の裁判官

観察所の職員
(支部を含む）及び保謹 谷地裁 刑事局 各地裁で

決定
28 而易裁判所刑事事件担
当裁判官協雛会

10月～12月 1日 上
ワ
］
加筆拳1午の通用にl對し考慰すべき事項
その他

加筆班1午担当の而易裁判所判事，
地所在の地裁判事

開催 (合l可開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 1．08人

29 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5日 ｲ爽奈誉宜云畢妨局争誘について必要な知織
の取得及び実務上の諸問題の検討

地燕不ﾉ丁"T任地の検察審査会（複数の

検察審査会が股置されている場合に
は，第一検察審査会の検察辮査会)の事
務局長

(一部台l可開催）

4～5高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局､ 50人

30 労働審判員研修会 各地裁で決定

(4月～6月）
1日

力測祢判畢1午の処埋に必要な基礎的知職の
習得

洞『1土方1ﾘﾘ番判員 谷地裁 行政局 各地裁で

決定
31 労働審判員研究会 谷地裁で決定

(原則として9月
～12月）

1日 方1切番午'｣却l･1午の処理に必要な専門的知繊の
習得

方1刈番千Ij員 谷地裁 行政局 各地裁で
決定

32 知的財産権訴訟研究会 10月～11月 0． 5日 大u四画塵砿弥訟について考慰すべき実務上
の諸問題

却蜘I召'減の裁判官並びに大阪高裁，東

京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財懲栽

皐辰筒裁

(知財高裁）
行政局 22人
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番
号 種別 開催時期 会期 協議事項 協識員等 開伽地 所管局

課 総人員33 知的財産桶関係事件担

当専門委員実務研究会
11月～12月 0. 5日 却叩剛塵確閏捧畢1午における専門委員の関

与の在り方 上 却蝿尚麺の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2知的財産権関係事件を担当十る専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財商栽

淑鼠商裁

(知財商裁）
行政局 知財高裁

で決定

34 執仕家事調停委員研修
〈
云

谷家裁で決定（原
則として4月～7
月）

1日～2

日
永李諏悸筆1千の処埋につき必要な基礎知識
の習得 瀞『1土雰争諏桿委員又はこれに蝦ずる家

事調停委員
合家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
35 家事澗停委員研究会 谷家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
季華緬1苧争1午の処埋につき必要な専門的知
織の習得

琴斗J･鯛停委員 谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

36 家事鯛停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1日～2

日
琴孝”拝挙1千の処埋につき事例研究の方法
による必要な知減の習得

家･斗卜銅1争委負
管家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
37 家庭裁判所家事実務研
究会

谷家裁で決定（6

月～翌年3月）
1R～2

日
家争畢1千の処埋に関し考睡すべき事項 琴誕”裁判･目及び書記官．

宮，家事調停委員，参与員
家裁調査 谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
38 家事関係擬関との連絡
協議会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日 蕊拳'千の処埋に関して連絡調整を要する 季誠の麺判･目及び替記官，家裁調査
官，福祉関係，医療関係，その他協識
事項に関連する機関・団体の職員の中
から，各家裁の実情等を考慰して選定

谷家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

39 少年l劉係搬関との連絡
協議会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日
少干拳1千の処埋に関して連絡調整を要する
事項 琴燕の麺判･目及び書記官，家裁調査

官，保謹関係，教育関係及び馨察関
係，その他協雛事項に関連する機関．
団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慰して選定

谷家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

40 勅任参与員研修会 各家裁で決定（1
月～3月）

1日～2

日
率争番刊争汗及び人畢訴訟事件の処理につ
き必要な基礎的知誠の習得

河1士参与員又はこれに堆ずる参与員 管家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

41 参与員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1日～2

Iヨ
率拳審判筆1千及び人筆訴訟事件の処理につ
き必要な専門的知識の習得

蚕ニチ員
符家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
42 官臓家庭裁判所調森官
協職会

]・月～2月 1日
上 率睦誕干wﾂ｢淘食･目の鯛盃事務等に関し
考慰すべき事項

2首席家庭裁判所調査官の執務に関し考
慰すべき事項

目ﾉ而奇ミノ建諏略干りげT跡1萱官
(昔1可I荊催）※予定

東京（東京．札I幌）
大阪（大阪，広島）
名古屋（名古屋，仙台）
福岡（福岡．嵩松）

家庭局 50人
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番
号

■

種別 開催時期 会期 ： + ● 6

4 . 申 協議誰項 ･・
凸

咋 ●

● －

’
●

協議員等 〃

■ ,開悩地 所笹局
課 総人員43 家事事件担当裁判官等

協議会
谷商裁で決定

(1月～2月）
1日 琴争･号+1千の哩珊上の諸問題

I鋤燕官''1の家裁において家事事件を担

当する裁判官，番記官及び家裁調査官
谷尚裁

(一部合同開催）
東京
大阪
名古屋

広島（広島，高松）
福岡

仙台（仙台. 1:1,")

家庭局 各高裁で
決定



詳善詫議料葬’

(平成29年11月7日経監印）

平成29年度会計課長協議会の開催について

1 開催日程等

次のとおり共催とする。

、

）

2 協議事項

会計事務の処理に関し考慮すべき事項

3 協議員

(11 各高等裁判所の事務局会計課長（東京，大阪各高等裁判所は会計課長又は管理

課長）

(2) 各地方裁判所及びこれと同一所在地にある家庭裁判所の事務局会計課長(東京

地方裁判所は経理課長，出納第一課長，出納第二課長，出納第三課長又は用度課

長，大阪地方裁判所は経理課長，出納第一課長又は出納第二課長，横浜， さいた

ま，千葉，京都，神戸，名古屋，福岡及び札幌各地方裁判所並びに東京家庭裁判

所は経理課長又は出納課長）のいずれか1人（東京は3人，大阪は2人）

合計61人

／

主催(共催)庁 期 日 開催場所

東京，名古屋，高松高等裁判所 平成30年1月25日（木） 東京高等裁判所

福岡，大阪高等裁判所 平成30年2月5日 （月）

及び同月6日 （火）

福岡高等裁判所

仙台，広島，札幌高等裁判所 平成30年1月18日（木） 仙台高等裁判所


